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2021年 11月 18日 

         様                

三田５丁目西地区 

勉強会有志一同 

（代表 佐々木光子） 

h7835575@yahoo.co.jp 

 

〔本書簡は当地区で「再開発計画へ疑問をお持ち」だと私たちが
耳にした皆さまに限定して送らせて頂いております〕 
 

住友不動産による不当な再開発の進め方について 
 

拝啓、日増しに寒さが加わって参りましたが皆さま如何お過ごしでしょうか？ 

さて、準備組合が発行した「まちづくりニュース第 19 号」において「同意率が

70%を超えました」なる表題に、多くの皆さまが驚かれたことと存じます。 

もし 70%を超える地権者が「同意書を提出」したのであれば、私たちもこれを

真摯に受け止めなければなりません。しかし、記事は「数字の根拠」に触れてい

ないことから、私たちはこれを「地権者を再開発へ誘導するための誘い水」では

ないかと疑念を抱いています。事実であれば不当なやり方です。準備組合は

この点を明らかにする説明責任がありますので、私たちも弁明に注目しています。 

同時に私たちは港区へも報告を行うと共に行政からも調査をお願いしています。 

 

同意しない者が 20%以上いる限り再開発は進まない 

港区役所が再開発（都市計画決定）の実行を判断する際、 

区は事業者に対し「概ね 80%の地権者同意を取得すること」を行政指導

しています。（その際に区が同意の判断材料とするのが「同意書」です） 

準備組合による「同意率 70%超」の記述が、真に「同意書の数」を根拠に算

出したのか、それとも単に会話の中での「同調」や「うなずき」をも同意率に含め

てしまっているのかは不明です。しかし、何れの場合でも、同意しない者が

20%以上存在する限り、再開発が進むことは原則としてありません。 

そして、私たちは「かわら版」にご賛同頂いている地権者を中心に「再開発には

同意しない」意向を示された方々が全体の 20%を超えていることを確認して

います。 
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但し、20%以上はあくまでも「原則として」です。再開発が住友不動産の主導

で一方的に進められることを防ぐには、今後、更に非同意者を増やして行く必

要があります。就きましては、我々有志一同がお考えを存じ上げない方も多

数おられることから、是非とも皆さまにはご近所で同じ考えを共有願い、 

「再開発には同意されない」方の掘り起こし、及び随時上記の方々への状

況のご連絡にご協力頂ければと存じます。 

もしも何もしないで傍観していれば、私たちは住友不動産の包囲網によりお

互いに孤立を深めて自滅するしかありません。何かございましたら上記メール

アドレスまでご一報頂ければ幸甚です。以上、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

【ご参考】 

これまで私たちが「かわら版」で主張してきた点は概ね下記の通りです。 
 

記 

●本来は地権者主体であるべき「準備組合」を住友不動産が事実上支配 

●土地所有者は「土地」を「マンション床」に変換することで確実に損をする 

●再開発マンションでは高額の維持費等で「生活再建」できる保証がない 

●「準備組合」は「信用」も「実績」も「責任保証能力」もない任意団体 

●その「準備組合」へ資産を託す「同意書」を提出させられる不自然さ 

●しかもその「同意書」の中味は全てを一任する白紙委任状に近い内容 

●窓口は常に住友の社員。しかし、彼らは口頭だけで書面では確約しない 

●準備組合の勧誘は執拗すぎる。（110番通報も発生） 

●魚籃坂緑地の撤去は都の管轄。それを地権者負担とするのは理不尽 

●再開発は高層ビルの大半を事業者が独り占めしようとする地上げ事業 

●竣工まで 20年前後かかる再開発で最も影響を受けるのは高齢者層 

●準備組合と「個別面談」する義務などないことは港区も確認済 

●住友不動産による意図的な「数字の演出」は首都圏各地で問題化 

以上 


